
豪雪地帯対策基本計画の変更について

１．豪雪地帯対策基本計画見直しの背景

①豪雪地帯対策特別措置法改正で新たに追加された規定への対応
「除排雪の体制の整備」「空家に係る除排雪等の管理の確保」「雪冷熱エネルギーの活用促進」に関する規定の追

加に対応。

②平成２３ ２４年の大雪で明らかにな た課題への対応②平成２３、２４年の大雪で明らかになった課題への対応
北日本から西日本の日本海側において低温状態が続く中での突発的な大雪が発生し、除雪作業中の事故等によ

り両年とも130名を超える死者が発生したほか、積雪による空家の倒壊、大型車のスリップ等に起因した多数の車の
長時間停滞などの問題が顕在化。

項目 主な内容

ア）地域コミュニティの強化等による地域防災力の強化 ←除雪ボランティアの受

２．豪雪地帯対策基本計画の変更における主な追加・変更事項

①除排雪の体制の整備
（雪処理の担い手の確保）

ア）地域 ミ ティの強化等 よる地域防災力の強化
イ）除雪ボランティア等雪処理の担い手の受け皿整備
ウ）建設業団体その他非営利団体等との連携
エ）除雪作業の潜在的危険性に関する啓発活動の推進

ア）平時からの空家所有者の特定等による適切な管理の促進

←除雪ボランティアの受
け入れと技術指導

②空家に係る除排雪等の
管理の確保

ア）平時からの空家所有者の特定等による適切な管理の促進
イ）倒壊の恐れのある空家の除却等の支援
ウ）積雪により空家が既に倒壊した場合の対策

エ）空家に係る除排雪等の先進的な取り組みの普及等

倒壊の恐れのある
空家の除却→

③雪冷熱エネルギー等の
活用促進

ア）雪冷熱エネルギー等を冷暖房に活用する技術の開発
イ）公共施設への積極的な導入と民間施設への導入支援
ウ）雪冷熱の活用により加工・貯蔵した農産物のブランド化

エ）実施事例の広報等を通じた普及啓発

←滑走路から除雪した

雪を保存し、空港施設
の冷房に活用

④集中的降雪時の

道路交通の確保

ア）連鎖的滞留を防止するための通行止めによる集中的な除雪
イ）チェーン着脱場、除雪ステーション等の整備

ウ）スタッドレスタイヤやタイヤチェーンの早期装着に向けた啓発活動

チェーン装着の
確認と指導→


